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広報あぐい　２００９年１０月１日号

Information

お知らせ  
InformationInformation
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阿
久
比
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
で
は
、
大

字
卯
坂
字
桜
ケ
丘
地
内
を
桜
の
名
所
に
し

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


た
い
と
い
う
趣
旨
で
、
桜
の
手
入
れ
活
動

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

住
民
や
団
体
な
ど
に
も
こ
の
活
動
に
参

加
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

参
加
で
き
る
方
（
団
体
な
ど
）
は
、
次

の
方
法
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

□
日　

時

　

十
月
二
十
九
日（
木
）　

午
前
九
時
〜

□
場　

所　

阿
久
比
中
学
校
西
（
多
目
的

広
場
）

□
持
ち
物　

草
刈
り
鎌
、
軍
手
な
ど

□
申
し
込
み
方
法

　

氏
名
・
住
所
・
年
齢
・
電
話
番
号
（
団

体
の
場
合
は
、
団
体
名
・
代
表
者
名
・

連
絡
先
）
を
記
入
し
て
阿
久
比
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
に
Ｆ
Ａ
Ｘ（
４
８
）５
４
３

２
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

役
場
産
業
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
２
７
）

�
　

次
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
素
案
の
閲
覧

お
よ
び
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

□
都
市
計
画
の
名
称

・（
仮
称
）
知
多
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
の
方
針

・（
仮
称
）
知
多
都
市
計
画
区
域
区
分

□
閲
覧
期
間

　

十
月
九
日（
金
）〜
十
月
二
十
三
日（
金
）

（
土
曜
日
・
日
曜
日
、
祝
日
お
よ
び
閉

庁
時
間
を
除
く
）

□
閲
覧
場
所

　

愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課　

�
０
５

２（
９
５
４
）６
５
１
５

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　

阿
久
比
町
建
設
部
建
設
課　

�（
４
８
）

１
１
１
１
（
内
２
８
８
）

※　

愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

（http://w
w
w
.pref.aichi.jp/toshi

）

□
公
述
申
立
て

　

公
聴
会
で
公
述
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

公
述
申
立
書
を
閲
覧
期
間
内
（
必
着
）
に

愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
（
〒
４
６
０
―
８
５
０
１
名

古
屋
市
中
区
三
の
丸
３
―
１
―
２
）

□
公
聴
会
日
時

　

十
二
月
六
日（
日
）午
後
一
時
〜

□
公
聴
会
場
所

　

ア
イ
プ
ラ
ザ
半
田　

小
ホ
ー
ル

※　

傍
聴
希
望
者
は
当
日
、
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
収
容
人
員
を
超

え
る
場
合
は
、
入
場
制
限
を
行
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
公
述
申
立
て
が

な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
し

ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

建
設
部
建
設
課　

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
８
８
）

�□
応
募
資
格　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
る
方

〇
障
害
者
対
象

・
技
能
を
身
に
付
け
職
業
的
自
立
を
望
ん

で
い
る
方

・
症
状
が
安
定
し
て
い
る
方

・
訓
練
お
よ
び
集
団
生
活
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
方

〇
知
的
障
害
者
対
象
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・
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方
、
ま
た

は
公
的
機
関
で
判
定
を
受
け
た
方

・
技
能
を
身
に
付
け
職
業
的
自
立
を
望
ん

で
い
る
方

・
訓
練
お
よ
び
集
団
生
活
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
方

・
本
校
に
自
力
通
校
が
可
能
な
方
（
自
宅

か
ら
通
校
で
き
る
方
）

・
訓
練
の
受
講
に
際
し
、
保
護
者
な
ど
の

理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
方

□
選
考
方
法

〇
障
害
者
対
象

　

一
般
教
養
試
験
と
面
接

〇
知
的
障
害
者
対
象

　

適
性
試
験
、
運
動
機
能
試
験
、
面
接

□
募
集
科
目
、
期
間
、
定
員
な
ど

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校　

�
０
５
３
３（
９
３
）２
１

０
２

　

Ｈ
Ｐ　

http://w
w
w
.aihoi.ac.jp/

募集期間募集期間募集定員訓練期間訓練科目対象

平成２２年１月
１６日または平
成２２年１月１７
日のどちらか
１日を愛知障
害者職業能力
開発校から指
定します。

１１月２日
～

１２月１８日

２０人１年情報システム科

障
害
者

３０人１年ＯＡビジネス科

１５人
１５人

１年
１年

ＣＡＤ設計科
　機械コース
　建築コース

２０人
１０人

１年
１年

デザイン科
　Ｗｅｂコース
　ＤＴＰコース

１２月６日
１１月２日
～

１１月２７日
１５人１年総合実務科

知
的
障
害
者

　「臭いが付くので洗濯物や布団が干せない」「子どもがぜ
んそくでせき込む」「煙が部屋に入ってくるので窓が開けら
れない」など、住宅地での枯れ草・ゴミの焼却（野焼き）
に対する苦情が多数寄せられています。
　野焼きは、農業などを営む上でやむを得ない焼却など一
部の例外を除き、禁止されています。違反者には罰則も規
定されています。
　禁止の例外に当てはまる焼却であっても、他人に迷惑を
及ぼすような焼却は認められません。周囲に迷惑をかけな
いようにすることが大切です。
□問い合わせ先　環境衛生課　�(４８)１１１１（内３１７）
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